
 

 

令
和
元
年
十
月
二
十
五
日
受
領 

答

弁

第

二

九

号 
   
 

内
閣
衆
質
二
〇
〇
第
二
九
号 

 
 
 
 

令
和
元
年
十
月
二
十
五
日 

内
閣
総
理
大
臣 

安

倍

晋

三 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

衆

議

院

議

長 
大

島

理

森 

殿 

  

衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
我
が
国
の
教
育
環
境
が
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
の
中
で
最
低
水
準
に
あ
る
と
の
指
摘
に
関
す
る
質
問

に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
我
が
国
の
教
育
環
境
が
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
の
中
で
最
低
水
準
に
あ
る
と
の
指
摘
に
関
す
る

質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

 
 

経
済
協
力
開
発
機
構
（
以
下
「
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
」
と
い
う
。
）
が
二
千
十
九
年
に
公
表
し
た
「Education at

 a Glance
 20 

 
19

」
と
題
す
る
報
告
書
（
以
下
「
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
と
、
我
が
国
の
初
等
教
育
段
階
か
ら
高
等
教
育
段
階
ま
で

に
お
け
る
公
財
政
教
育
支
出
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
三
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
の
う
ち
、
同
様
の
数
値
が

示
さ
れ
て
い
る
三
十
五
か
国
の
中
で
は
三
十
四
位
で
あ
り
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
の
中
で
低
位
に
あ
る
も
の
の
、
そ
も
そ
も
、

公
財
政
教
育
支
出
の
水
準
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
全
人
口
に
占
め
る
在
学
者
数
の
割
合
、
一
般
政
府

総
支
出
の
国
力
に
対
す
る
規
模
や
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
規
模
な
ど
様
々
な
要
素
を
勘
案
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
を
単
純
に
判
断
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。 

 
 

な
お
、
令
和
元
年
十
月
七
日
の
衆
議
院
本
会
議
に
お
け
る
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
の
「
い
ず
れ
も
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
の
中
で
最

低
水
準
で
あ
る
と
の
御
指
摘
は
当
た
り
ま
せ
ん
」
と
の
答
弁
は
、
「
在
学
者
一
人
当
た
り
の
公
財
政
支
出
額
の
順
位
」
及
び

「
教
員
一
人
当
た
り
生
徒
数
の
順
位
」
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。 
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三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
割
合
」
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
要
因
に
よ
り
変
動
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
一
概
に
お
答
え

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
我
が
国
の
教
育
費
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
報
告
書
に
よ
る
と
、

初
等
教
育
段
階
か
ら
高
等
教
育
段
階
ま
で
に
お
け
る
在
学
者
一
人
当
た
り
教
育
支
出
額
に
つ
い
て
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
の

平
均
が
一
万
五
百
二
ド
ル
で
あ
る
の
に
対
し
、
我
が
国
は
こ
れ
よ
り
多
い
一
万
二
千
九
十
六
ド
ル
で
あ
り
、
ま
た
、
初
等
教

育
段
階
か
ら
高
等
教
育
段
階
ま
で
に
お
け
る
教
育
支
出
の
私
費
負
担
割
合
に
つ
い
て
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
の
平
均
が
十
七

パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
の
に
対
し
、
我
が
国
は
こ
れ
よ
り
高
い
二
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。 

 
 

今
後
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
状
況
も
踏
ま
え
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
が
令
和
元
年
十
月
四
日
の
衆
議
院
本
会
議
に
お
い

て
「
今
月
、
三
歳
か
ら
五
歳
ま
で
の
全
て
の
子
ど
も
た
ち
の
幼
児
教
育
、
保
育
の
無
償
化
が
実
現
し
ま
し
た
。
小
学
校
、
中

学
校
九
年
間
の
普
通
教
育
無
償
化
以
来
、
七
十
年
ぶ
り
の
大
改
革
で
す
。
来
年
四
月
か
ら
は
、
真
に
必
要
な
子
ど
も
た
ち
の

高
等
教
育
も
無
償
化
い
た
し
ま
す
。
子
育
て
世
代
の
負
担
を
減
ら
し
ま
す
。
そ
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
誰
も
が
、
家
庭
の
経



 

３ 

 

済
状
況
に
関
わ
ら
ず
、
自
ら
の
夢
に
向
か
っ
て
頑
張
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
社
会
を
創
り
上
げ
ま
す
。
」
と
述
べ
た

と
お
り
で
あ
る
。 


